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            告告告告    (   (   (   (   ))))

(      年          )

 ※ の を んで記 し、 択 は 当 号に“○”で

して さい

区　分

①

当

告

ハングル
は　 は　

貫( ) 貫( )

登 号
登 基

② の

登 号
登 基

の

登 号
登 基

③ の           年                        年            
④ 国 による             年                
⑤ ∙ 貫の 供の 貫を の 貫とする をしましたか? はい いいえ
⑥近 か か 当 らが8 等 内の 間に 当しますか?  はい いいえ

⑦その の

  ⑧
      は　 登 号
 

     は　 登 号
 

  ⑨
同

は　

見

は　

は　 登 号
は　 は　

は　 登 号
⑩  登 号
※ 記は国家の 口 に な として「 計 」 32条および 33条によって 実に答える

があり個 の はどこまでも されるので 実 りに記 して さい。
⑪実 に結 を
　　　　　　　 めた

             年                       から同居

⑫国籍 夫
  韓国人 
 帰化した韓国人(以前の国籍:        )
  外国人(国籍:                   )

妻
  韓国人 
 帰化した韓国人(以前の国籍:        )
  外国人(国籍:                   )

⑬ の 夫
  の
 の

妻
  
 

⑭ 　　
 学校

夫
 学 学校 学校
 高校 大学 大学 妻

 学 学校 学校
 高校 大学 大学

⑮ 　　 夫
* な の と内 を記 します

妻
* な の と内 を記 します



- 2 -

                         

※ ①,②欄 及び ⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬,⑭欄は 告 てが記 し、 の欄(③,④,⑤)は、 当す
る だけ記 します。

※ 登 告はこの家 係登 告とは にしなければなりません。

①欄 : 当 が 国 の には、その登 基 欄に国 を記 します。
②欄 : 当 が の 、 の を記 して、 当 の両 が 国 の

には 登 号欄に 年 および国 を記 します。  
③欄 : または、 り しがあった の 、その けを記 します。
④欄 : 国 による 謄 の 、 を記 します。
⑤欄 :「 」 781条 1 の但し きにより 供の 貫を の 貫とする がある

にはそのような 実を します。
⑥欄 : 当 らが「 」 809条 1 にともなう近 に 当しないという 実[8 等

内の ( の の を む)]を します。
⑦欄 : 記の および家 係登 に記 を にするために に な を記 します。

(記 欄が した には を けて 加記 できます). 
   - 実 の 係 決による 届の には 決 および   
⑧欄 : . は 年 でなければなりません。
⑨欄 : 年 または、禁 ( 年 見 )が する に同 内 を記 します。
⑩欄 : ( 告 か かは )の および 登 号記 [ 当公 は 分 と対

]
⑪欄 : 結 と 係なく実 に が結 (同居) を めた を記 します。
⑭欄 : 教 科学技 官が めるすべての 規教 機 を基 として記 し各級の学校の 学ま

たは、 は に した学校の 当 号に“○”で します。
　　　<例 >大学3学年 →高校に○
⑮欄 : 結 する当 の に対する の と内 を の と共に具 に記 します。
　　　< った例 >会 、公 、 、
　　　< しい例 > ○○会 営 売 、建 工、○○区 　建 可 当、
　　　　　　　　　　○○ 街で 売、 で稲

                        

※※※※    記記記記のののの1111 はははは家家家家 係係係係登登登登 官官官官庁庁庁庁でででで シシシシスススステテテテムムムムででででそそそそのののの内内内内 をををを ででででききききるるるる 、、、、 をををを ししししまままますすすす。。。。
1. 当 の家 係登 の基 、 係 、家 係 各1
2.　 同 [ 年 または、禁 の の 、 告 の同 欄に記 して (また

は、捺 )した は例 ] 1 .
3.　 実 係 の による 告の 、その での謄 と 各1 [

、 の 、 ( ) および 達 各1 ].
4. 告 例 による の 、 の謄 および 1 .
5. 国で 国 と 国 が する 、 国 の男 または、女 の 件具

( 国 の 、 および 係 の も可能)および国 (例:戸 謄
、 、パスポ ト写 、 分登 謄 など) 1 .

6.「 」 781条 1 の但し きにより 供の 貫を の 貫とする がある
には 実を する 当 の 。

7. 分 [家 係登 例規 23号による]
 - 告 が いた : 告 すべての 分
 - 告 が かず、 が いた : の 分 および 告 すべての 分

または、 公 または、 鑑 ( 告 の 分 なしで 告 に 告 が した
は、 公 、 告 に 鑑捺 した は、 鑑 )

 - の  : 告 すべての 公 は 鑑 ( 告 に 告 が した
は、 公 、 告 に 鑑捺 した は、 鑑 )

※ 実 の 係 の 決による 告の には いた 告 ( 件 らのうち
)の 分 で かなかった 告 の 分 に えることができます。
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(((( 権権権権     )))) 告告告告

(        年          )

※　 の を んで記 し、 択 は 当 号
に“○”で して さい

区　分

①

当

 
ハングル

は　 は　
 

貫( ) 貫( )

登 号 - -

登 基

      

② ( )

登 号
( )

登 号
③その

④
(                    )

    年                               

記の 権 欄( )は には の に記 します

 ⑤権
  

年である の

登 号 - -

権
発

    年      発     年      

      
⑥ 告    格      
⑦  登 号 -

※ 記は国家の 口 に な として「 計 」 32条および 33条によって 実に答える
があり個 の はどこまでも されるので 実 りに記 して さい。 

 ⑧実 に結 (同居)
開

年      から 
⑨ 実 の
　年

  年      から 

 ⑩20歳の 満の
　　　　　 供の数  ⑪ の   

  による

 ⑫ 　　　　　  
  　　 (択 )

  の    待    家 間の
  済      格の            健康     そ
の

 ⑬国   
 国  
 帰 した 国 ( の国 :    )
 国 (国 :               )

 国  
 帰 した 国 ( の国 :    )
 国 (国 :               )

 ⑭ 　

学校
学　 学校 　 学校

高校　 大学 　 大学
무학 초등학교 중학교
고등학교 대학(교) 대학원 

이상

 ⑮ 　
* な の と内 を記 します * な の と内 を記 します
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①欄 : 告の 、 ず当 双 が (または、記 捺 )しなければならないが、

の 告の には が (または、記 捺 )して 告できます。
    : 当 が 国 の には登 基 欄に国 を記 します。
②欄 : 当 の両 が 登 号がない には登 基 ( )を記 します。 当

が の 、 の を記 して、 当 の両 が 国 の には
登 号欄に 年 および国 を記 します。 

③欄 : 記の および家 係登 に記 を らかにするために に な を記 しま
す。

    - 告 件によって 分の変更がある がいる にその の 、 年 、登 基 お
よび 分変更の

    -禁 ( 年 見 )が の をする には同 の 、 (または捺 )および 年
④欄 : 決( 、 )の にだけ記 して、 の には記 しません。
    : 、 に代わる決 、 や 勧告決 にともなう 告の には“

” の( )の に“ ”、“ に代わる決 ”または“ ”、“ 勧告
決 ”と記 して、“年 ”欄にその ( ) を記 します。

⑤欄 : には記 せずに、 の に決めた 権 を記 しま
す。 効 発 は の 、 告 、 の の 、 を記

します。 は当 の によって した には“ ”に、 権または、 に
よって が決めた には“ ”に“○”によって し、その内 を する を

しなければなりません。 供が3 の 、 記 、 して します。 
である 供の には 告 、 権 告をします。

⑥欄 : の 、家 係登 官庁に 告 を する当 ( また
は、 )の を記 します。

⑦欄 : ( 告 か かは )の および 登 号記 [ 当公 は 分 と対 ]
⑧欄, ⑨欄 : 家 係登 の 告 や とは 係なく実 に結 (同居) を めた

と 実 ( 居) を めた を記 します。
⑭欄 : 教 科学技 官が めるすべての 規教 機 を基 として記 し、各級学校の 学ま

たは、 は した 学校の 当 号に○ をします。
　　　<例 >大学校3学年 →高等学校に○
⑮欄 : 結 する当 の に対する の と内 を の と共に具 に記 します。
　　　< った例 >会 、公 、 、
　　　< しい例 > ○○会 　営 　 売 、建 工、○○区 建 可 当、
　　　　　　　　　　○○ 街で 売、 分の で稲

                        
1. :  謄  1 . 
2. : 決謄  及び  各1 ( の は 謄  及び 達

).
3. 国 の 決による の
 - 決の または、謄 と 決 各1 .
 - した 告が が国 の に、その 告が公 達によらないで の開 に な

または、 の 達を けたりまたは、これを けなくても に応じた 実を する
1 ( 決によってこの が でない に る).

 - 記の各 の 　1
※※※※    記記記記のののの4444 はははは家家家家 係係係係登登登登 官官官官庁庁庁庁でででで シシシシスススステテテテムムムムででででそそそそのののの内内内内 をををを ででででききききるるるる 、、、、 をををを ししししまままますすすす。。。。
4. 当 それぞれの家 係登 の家 係 、 係 　各1
5. 権 と した
 - による 、 権 謄 1 .
 - が決 した 、 の および 1 .
6. 分 [家 係登 例規 23号による]
 ① の 告
  - 告 が く : 分
  - が く : の 分
  - の : 告 の 分 写
 ② 告
  - 告 が く : 告 の の 分
  - 告 が かず、 が く  : の 分  及び 告 の 分

 または 公 または、 鑑 ( 告 の 分 なしで 告 に 告 が した
、 公 、 告 に 鑑捺 した 、 鑑 )

  - の  : 告 の 公 または、 鑑 ( 告 に した 、 公
、 鑑を捺 した は 鑑 )
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            告告告告    
(        年              )

 ※ の を んで記 し、 択 は 当 号に“○”で
して さい

①

ハングル 貫
( )

         
 男
   

 の
  の

      年                    分( 国 刻: 24 刻 )
　　  

 その
       (道)      区(郡)      洞( , )     の

両 が めた登 基
  帯  および　 係 の

供が 国 の 、その 実および 得した 国国
②

         ( :        ) 貫( ) 登 号       -
         ( :        ) 貫( ) 登 号 -

の登 基
の登 基

 告 供の · 貫を の · 貫とする を しましたか？　 はい 　いいえ
 ③ ( ) 係 決などにともなう家 係登 の に改めて 告する

 登 の
 登 号 -

登 基

 ④その

⑤

告

は　 登 号 -

格      同居   その ( 格:                     )

 Eメ ル

 ⑥  登 号 -

※ は国家の 口 に な として「 計 」 32条および 33条によって 実に答える があり個 の はどこま
でも されるので 実 りに記 して さい。 

                        に する 

 ⑦ 数      ⑧ 児   . ㎏

 ⑨多 児か か
   及び 

 単 児  双 児(双 )          →    双     
 児           →      児 　 

の に する の に する

 ⑩国  
  韓国人 
  帰化した韓国人(以前の国籍:           )
  外国人(国籍:                      )

  韓国人 
  帰化した韓国人(以前の国籍:           )
  外国人(国籍:                      )

 ⑪実 の 年 歴　/ 歴   年      歴　/ 歴   年      

 ⑫ 学校 学     学校　 学校
高校　　 大学　　 大学 学     学校　 学校

高校　　 大学　　 大学
 ⑬      

* な の と内 を記 します。 *  な の と内 を記 します。

 ⑭実 の結 開 年                          から

 ⑮ の 児数 この 供まで    (  ,  )

※ 아래 사항은 신고인이 기재하지 않습니다. 記の は 告 が記 しません。

洞 家 係登 官庁　  家 係登  および処
登

    号 
  年      ( )
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①欄 : の に う は 高 規 が決める 囲内のもの( )で、 は5 ( は まない)を え
ないようにしなければなりません。 可能な は 高 センタ
(www.scourt.go.kr/minwon)で できます。

    : は24 刻 で記 します。 (例: 2 30分→ 14 30分) 
    : が国 が 国で した には 刻を 国 刻で して 刻を記 し、その 刻が

サマ タイムが された 刻の にはそれに する 実を記 します。 
    : 供が 国 の 、その 実および 得した 国国 を記 します
②欄 : に する - を が 告する には記 しないで、結 100 内に した女が

200 、 の 300 内に して が 告をする には の 欄に“
”として記 します。

    : 登 基 -両 がどちらも 国 ならば、その両 の国 ( 告当 )を各 記 して、両 が 国
ならば 国 の または、 の国 を記 します。  

③欄 : 係 決、 の 決などで家 係登 に、改めて 告する にだけ記
します。

④欄 :家 係登 に記 を にするために に な を記 します。
    - の の い 告 が 告をする : が高い (両 )が 告を 来ない
    - に 児 した 実および 児 告した官庁
    - 国で した :その 刻を記 し、サマ タイム実 期間 に した は、その 刻の横に

“(サマ タイム )”と する。
   - 国 の の に従って 国 の で の家に登 されているが、 国 の で 告する : 国で

告された
    -「 」 781条 1 の但し きによって 告 、 の 、 貫に従うと した 、その
⑥欄 : ( 告 か かは )の および 登 号記 [ 当公 は 分 と対 ]
⑦~⑨　 欄: に する です。
⑨欄 : 多 児(双 )の は実 に した 供の数と 係なく していた当 の 児数に“○” して、多児 告対 の 供ごとに が なのかを します。
⑩~⑮ 欄 : 当 の の両 に する です。 
⑫欄 :教 科学技 官が めるすべての 規教 機 を基 として記 し、各級学校の 学または、 は

した学校の 当 号に“○”で します。
      “○”표시<例 >大学3年 :高等学校に“○”
⑬欄 : 供が する当 の両 の な をいい、 な の と内 を と共に記 します。 
　　　<例 > ○○会 営 売 、○○ 街で 売、 で稲
⑮欄 : の 児数 - 告 の 供を め、 で の 供を し、その の 児と 児数を記 して、

が の には の で んだ 供まで みます。

                         

1.  1 ( の から１つ).
   - 医 や が したもの。
   -　 が など医療機 で しなかった には 実を っている が したもの(この様 は家 係登 例規 283号に に める).
   - 国の官公庁が した 告 (または、 )と .
※※※※    記記記記のののの2222 及及及及びびびび3333 はははは家家家家 係係係係登登登登 官官官官庁庁庁庁でででで シシシシスススステテテテムムムムででででそそそそのののの内内内内 をををを ででででききききるるるる 、、、、 をををを ししししまままますすすす。。。。     
2. の または の 係 1
  - が の を 告する には ず の 係 .
  - の の家 係登 がなかったり登 されているのかが らかでない の にはその が でないこ

とを公 する または、2 の の .
3. 供の 当 が 国 であることを する (例: の基 ) 1 (1998.6.14. に 国 の と 国

の の間に した 供の 告をする ).
4. 供の 当 に大 国国 の または の家 係登 がなかったり らかでない の は、 または

に対する 、 年 など を らかにした が国の官公庁が発 した公 写 1 (例:パスポ ト、
登 謄 、その の ).

5. 供が 国 の 、 得した国 を らかにする 1 .
6. 分 [家 係登 例規 23号による]
 - 告 が いた : 分
 - が いた : 告 の の 分 写 　及び　 の 分
 - の : 告 の 分 写
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⑤

 

 

 ⇒ 発 から

まで

の期間

の  ⇒

の ⇒

の ⇒

その の 断
⑥ の     ( 故 等)   その 及び (            )

            告告告告    

(          年          )

※ の を んで記 し、 択 は 当 号に

“○”で して さい

①

   登
    号 -

男  

登 基

帶 係係係係    の

      年                        分(  刻: 24 刻 で 記 )

        (道)    区(郡)     洞( , )           

区分 内   医 機    会 ( , 孤児 　等)   公共 (学校, 動  等)   道   ,サ ビス ( , ホテル等)     農 ( , , 等)   に    その (                    )

 ②その

③
  

告 

　 は　 登 号 -

格
同居   同居   同居    

その ( 格：                    )
係, 格

Eメ ル

 ④  登 号 -

※ 記は国家の 口 に な として「 計 」 32条および 33条によって 実に答える があ
り個 の はどこまでも されるので 実 りに記 して さい。

⑦
 
 
 
 
  

故の
 (交 )   毒   落    

    その (         )
図 の

 図 故     

    
故  と同じ 郡区   の 郡区(    道,     郡区)   その (         )

故の

    医 機    会 ( , 孤児 　等 )  公共 (学校, 動  等)  
 道    ,サ ビス ( , ホテル等 )      農 ( , , 等) 
  その (                   )

故の

⑧ 国  国  帰 した 国 ( の国 :                    )

学校  学 学校 学校 高校 大学　 大学
発 ( 故)当 の

 　 あり　

※ の は 告 が記 しません。

洞 家 係登 官庁 家 係登 官庁  および 処

    年      ( )
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                         ※ 告 は1 を しなければなりません。

①   

② そ の の

③  告 

④   

⑤ 

⑥ の

⑦   
       

⑧   

 登 基  : 当 が 国 の にはその国 を記 します。 登 号 : 当 が 国 の には 国 登 号(国内居 告 号または、 年　
　 )を記 します。  : < >  2  30分(X)→ 14  30分(O), 
                      12  30分(X)→  0  30分(O)
 - 国の国 が 国で した 、 刻を 暦および 暦で記 しますが、サマ 　
　タイム実 期間 に した 、 刻の横に“(サマ タイム )”と します。 
　 
　 の区分: 宅は が の家や両 などの家で した を む. そ
　の は例 の に 機、 、汽 などその の に 当する

　 断 ( 検 )の その など、家 係登 に記 を にするために
　 な を記 します。

 格欄には 当 に“○”を し、 その は を管 する などが まれます。
  ( 告 かどうかは )の および 登 号を記 します。[ 当公 は
　分 と対 ]

　 断 ( 検 )に記 されたすべての およびその の 状 内 を同 に記 しま
　す。

　 断 ( 検 )に記 された“ の ”を参考に記 し、 は 気 の
　 すなわち、 故 などで した に 当し、 その および の にはその内 を
　具 に記 します。

　 故 などで した には 断 の記 と同 に記 し記 された がない
　 、 故の 、 故発 および を記 します。

 の 学校は教 科学技 官が めるすべての 規機 を基 として記 し、
　各学校の 学( ) は した 学校の 当 号に“○” をします。
　　<例 >大学3年 → 高校に○ ) の＂発 ( 故)当 の は の になる 気または、 故が発 した の を
　具 に記 します。
      <例 >会 (×) → ○○会 営 売 (○)

                        

1. に対する 断 や検 1 .
2. の 実を できる ( 断 や検 を できない ): 記の の1 .
 - (洞里 または、 　2 が した ): が （2 )の には

の 鑑 、 登 写 、 写 、パスポ ト写 、公 写 の の1 を し
なければならず、 が洞里 である には、1 の で 分で に洞里 であることを

する 。
 - 官公庁の または、 .
 - 告 ( 国官公庁で 告した ).
※※※※    記記記記のののの３３３３ はははは家家家家 係係係係登登登登 官官官官庁庁庁庁でででで シシシシスススステテテテムムムムででででそそそそのののの内内内内 をををを ででででききききるるるる 、、、、 をををを ししししまままますすすす。。。。
3． の家 係登 の基 1
4. 分 [家 係登 例規 23号による]
 - 告 が く : 分
 - が く : の 分 写 及び の 分

 - の : 告 の 分 写

※※※※ のののの 、、、、 棄棄棄棄のののの 内内内内 * この 内は 告 とは 係がない内 です。 しい内
は家 または、 に い わせして さ
い。

1.     : - が で得た の 度で を すること。
            :  棄 - に属するすべての権 の を 棄すること。
2.     : - の を して家 に 告します。
            : 棄 - 家 に 棄の 告をします。
3. 告期間: の開 があるということを った から3ヶ 内( 1019条 1 )
            : は が を 過する 実を 大な過 なしで の開 があるということ った から3ヶ

内に らずに単 ( 1026条 1号および 2号により単 したと見る を む)をした には、
その 実を った から3ヶ 内に ができる。

4. 管　　 : 開 [ の( ) ]管
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※ この 告は改 可決 謄 を け った から1ヶ 内に 告しなければなりません。

①欄: の は改 の と改 しようとする を区 して記 します。

②欄 :変更しようとする (改 可決 謄 に記 された改 可を けた )を記 し

て、 がない はハングル欄にだけ記 します。

③欄 : 改 可 は改 可決 謄 に記 された年 を記 します。

④欄 : 家 係登 に記 を にするのに に な を記 します。

⑤欄 : 告 の は改 の を記 します。

⑥欄 : ( 告 か かは )の および 登 号の記 [ 当公 は

と対 ]

                        

1. 改 可決 謄 1

2. [家 係登 規 23号による]

 - 告 が した :

 - が した : の

 - の : 告 の 写

改改改改            告告告告    

(       年            )

 ※ 記の を んで記 し、 択 は 当 号に“○”

で して さい

①

改

 

 
 

の ②改 しようとする

ハン

グル

ハン

グル

貫( ) 登 号 -

登 基

 

 
 

 ③ 可 年            

 ④その

 ⑤ 

 

 告

 

 　 は　 登 号 -

 格     代   その ( 格 :                        )

 Eメ ル

 ⑥  登 号 -
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告告告告
(        年          )

 ※ の を んで記 し、 択 は 当 号に“○”で

して さい

区           

①

ハン
グル 貫( ) ハン

グル 貫( )

登 号 - 登 号 -

登 基

②

ハン
グル 貫( ) 登 号 -

男 

登 基

③ の

実
登 基

登 号 -
登 基

登 号 -

④その

 ⑤
 は　 登 号 -
 
 は　 登 号 -
 

 ⑥

同

は　

は　

系 属 は　 登 号 - 係 の

の は　 登 号 -

見 は　
登

    号 - 可 可   年    

 ⑦

告

 は　
  

Eメ ル

 は　
  

Eメ ル

 は　
  

Eメ ル

 
代

は　
  

Eメ ル

は　
  

Eメ ル

見
は　

  
Eメ ル

15歳 満 の

諾
可 可    年    

 ⑧  登 号 -
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※実の 、 または、 が 国 の には、その登 基 欄に国 を記 します。
①欄 及び ②欄 : 　 25条 2 により 登 号欄に 登 号を記 した には 年

の記 を できます。
④欄 : 記の および家 係登 に記 を らかにするために に な を記 します。
    - になる (満15 満)の 代 または、家 の 可を けた 見 が に代

わって を 諾して、それを 告する には、その  
    -「 および きに する 」 8条 1 により の と 貫を の

いによって の と 貫に従う にはそれに する
⑥欄 : 同 欄の記 領は の りです。
    - になる は の同 を得なければならず(ただし、家 係登 に 決によって 権

が になった として記 された または は同 できません。), が その の
によって同 できない に の 系 属がいれば、 系 属 近い 属 の年 の

で同 を けなければなりません。
    - になる が 年 で、その 年 に対して で 及した や 系 属がいない

には家 の 可を けた 見 の同 がなければなりません。
    - 代諾 は 同 欄に記 しなくても いです。
    - がいる が になる には、 の同 を けなければなりません。
    - 禁 ( 年 見 )が を させたり になろうとする には 見 の同 を

けなければなりません。
⑦欄 : 欄には になる が記 捺 (または、 )し、ただし になる が15 満である

には 欄には記 しないで 代 (家 の 可を けた 見 は 可 と
可 を記 )が 代 欄の 当 号に“○”で した 、記 捺 (または、 )

します。
    : および きに する 例 による 告の には になる と

になる の 見 が共に 告 欄に記 します。

⑧欄 : ( 告 か かは )の および 登 号記 [ 当公 は と対
]

                        

※※※※ 記記記記のののの1111 はははは 処処処処 にににによよよよりりりりそそそそのののの内内内内 をををを ででででききききるるるる 、、、、 をををを ししししまままますすすす。。。。
1.　 当 の家 係登 の基 、家 係 および 係 　

各1
2. 同 1 ( に対する同 が な 、ただし同 した が 告 の

“同 ”欄に と 登 号を記 して記 捺 した には ).
3. 同 または、 諾に対する家 の 可 謄 1 ( になる が 年

であって両 または、 の 系 属がいなくて 見 の同 を けなければならない 、 見
が 見 を にする 、および 見 が 諾をする ).

4. が 国 の 、その国 を する (例:戸 謄 、 、パスポ ト写 、
登 謄 など).

5. が 国 の 、その 供の 国 が 当する 為の に 供または、 の 諾
や同 などを 件とする にはその 件を満たしたことを する .

6. [家 係登 例規 23号による]
  - 告 が いた : 告 すべての
  - 告 が かず、 が く  : の  及び 告 すべての

 または 公 または、 鑑 ( 告 の なしで 告 に 告 が した
、 公 、 告 に 鑑捺 した 、 鑑 )

  - の  : 告 すべての 公 または、 鑑 ( 告 に した 、 公
、 鑑を捺 した は 鑑 )

※ が15 満の において 代 の または、 の があったり 鑑
の があれば 告 の の または、 鑑 の があると見なせま

す。
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<改  2010.6.3>

家

区     登 号 貫

女

女

女

女

                                     ○○ ( · )     ○ ○ ○   

家家家家 係係係係

登 基

区      登 号 貫

     

記の家 係 は家 係登 の記 と ないことを します。 

 

       年            
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登 基    

区   內 

[家 係登  ]       

[ ]           

変更

[変更 ] 

[ の登 基 ]  

[処 官庁]  

区 登 号 貫

登

区   內 
[ ]  

[ 告 ]         

[ 告 ] 

国

[国 可 ]  

[国 の国 ] 

[ 告 ]  

[ 告 ]  

[ ]                   

[ ]  

改

[改 可 ]  

[ 可 ]  

[ 告 ]  

[ 告 ]  

[改 の ]  

[改 の ]  

[ 権 ]  

[ ]            

[ の 登 号]  

[ の 登 号]  

[処 官庁]  

                                     ○○ ( · )     ○ ○ ○   

基基基基

記の基 は家 係登 の記 と ないことを します。

       年            
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区 登 号 貫

登 基

区 登 号 貫

区 內

[ 告 ]          

[ ]  

[ 告 ]    

[ ]                   

[ 告 ]         

[ ]            

[ の 登 号]  

[処 官庁]  

                                     ○○ ( · )     ○ ○ ○   

係係係係

記の 係 は家 係登 の記 と ない を します。

 

       年            
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滞滞滞滞 変変変変更更更更 告告告告

Report Report Report Report on on on on alteration alteration alteration alteration of of of of residenceresidenceresidenceresidence

Surname      

Chinese character Sex

男 M

Given names  F

 年  

Date of birth

　　　国
Nationality

 滞  

Former address

 滞  

New address

                             号
                               Tel

国 登 号
Registration NO.

登  
Date of registration

同  

Dependents

 in Korea

   

Name in full
 年  

Date of birth
 

Sex
   係

Relation
登   号

Registration No.
  考

Remarks

         告  

         Date of report      .      .      .

                                                     告  

                                                     Signature of applicant

記の り　滞 の変更 告をしたことを します。

I hereby certify that the report on alteration of residence has made as above. 

年           

                            Date

                                           区区区区                

                            Head of Haeundae

210mm × 297mm( ( 級)54g/㎡)
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        状状状状
する

国 登 号 -

号                                       ☎)

代
（ された ）

( 国 )登 号 -

号                                       ☎)

する と代 の 係

途                   

する内   滞 変更 告

  国内居 告

　 国管 規 75条および公共機 の個 に する 10条の規

により、 記の り および発給に する権 と を代 に しま
す。

年              

                                       する                    

                                                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( または )                      

広  区 　様

おおおおよよよよびびびび

１． 偽 、またはその な で公共機 から処 を 、または 供を

けた は2年 の 、または 700 ウォン の 金に処されます。

２．  

① が 国 の 合、 する の ( 国 登 )、 係
  
② 年のため する両 と 女との家 が な 合、医 または

   等の家 係
  
③ 代 の を 参して
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        状状状状     
(위 임 장)

▷▷▷▷    すすすするるるる  (위위위위임임임임자자자자)

- する の を記 してください。(위임자의 이름을 기재해 주세요.)

- する の 国 登 号を記 してください。

  (위임자의 외국인등록번호를 기재해 주세요.)

- する の と 号を記 してください。

  (위임자의 주소와 전화번호를 기재해 주세요.)

▷▷▷▷    代代代代 (((( さささされれれれたたたた ) ) ) ) 대대대대리리리리인인인인(위위위위임임임임받받받받은은은은    사사사사람람람람)

- 代 の を記 してください。(대리인의 이름을 기재해 주세요.)

- 代 の ( 国 )登 号を記 してください。

 (대리인의 주민(외국인)등록번호를 기재해 주세요.)

- 代 の と 号を記 してください。

 (대리인의 주소와 전화번호를 기재해 주세요.)

▷▷▷▷    すすすするるるる とととと代代代代 のののの 係係係係    ((((위위위위임임임임자자자자와와와와    대대대대리리리리인인인인의의의의    관관관관계계계계)

- する と代 の 係を記 してください。

  (위임자와 대리인의 관계를 기재해 주세요.)

▷▷▷▷    途途途途 (사사사사용용용용용용용용도도도도)

- 状の 途を記 してください。

  (위임장의 사용용도를 기재해 주세요.)

▷▷▷▷    すすすするるるる内内内内  (위위위위임임임임할할할할    내내내내용용용용)

- する内 を 択してください。(위임할 내용을 선택해 주세요.)

　　　　　  滞 変更 告 (체류지 변경신고)

　　　　　  国内居 告 (국내거소이전신고)

� 国管 規 75条および公共機 の個 に する   

  10条の規 により、 記の り および発給に する権 と を代

  に します
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  (출입국관리법 시행규칙 제75조 및 공공기관의 개인정보보호에 관한법률 제  

  10조의 규정에 따라 위와 같이 증명원 신청 및 발급에 관한 권리와 의무를 

  대리인에게 위임합니다.)

- を記 してください。(작성 일자를 기재해 주세요.)

- する の を き、 か捺 をしてください。

  (위임하는 사람의 이름을 쓰고 서명날인하세요.)

おおおおよよよよびびびび     ((((유의사항 유의사항 유의사항 유의사항 및 및 및 및 첨부서류첨부서류첨부서류첨부서류))))

1. 偽 、またはその な で公共機 から処 を 、また

  は 供を けた は2年 の 、または 700 ウォン の 金に処され

  ます。

  (사문서위조 또는 기타 부정한 방법으로 공공기관으로부터 처리정보를 열람 

  또는 제공 받은 자는 2년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처해집  

  니다.)

2.  (첨부 서류)

① が 国 の 合、 する の ( 国 登 )、 係

   (배우자가 외국인일 경우, 위임하는 사람의 신분증(외국인등록증), 혼인     

   관계 증명서)

② 年のため する両 と 女との家 が な 合、医 、

   または 等の家 係

   (미성년이어서 위임하는 부모와 자녀와의 가족증명이 필요할 경우 의료보  

   험증 또는 출생증명서 등 가족관계 입증서류 제시)

③ 代 の を 参して  (대리인의 신분증 지참하여 제시)
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[ 1] 

実実実実     発発発発
発 号 発 処 期間

[  [  [  [  ]]]] 国国国国にににに すすすするるるる 実実実実                                         [  [  [  [  ]]]] 国国国国 登登登登 実実実実

発
対

登 号( 国 登 号)

 ※ りに する 実 の の併記 ( 国 )

 : [  ]併記しない [  ]併記する

( が発 対 から を けた 、 状を して さい。)

途 発 数    

登 号( 国 登 号)

号 対 との 係

            

 「 国管 」 88条および同 規 75条の規 により 国に する 実 ( 国 登 実 )の

発 を します。

  年                    

    
(  は )

広  区庁 　様

  1. 実 の発 は か、その 代 または、 らから を けた に ります。

  2. 記の 、 の 1号の規 にこだわらず、 実 の発 を できます。

     -  、 などで が できない状 にあったり に の のために われることと められる : 

　　　　 の または、その 系の

     - である 国 が 国した : である 国 を雇 していた またはその代

     - その に 官が公 だと める

  3. が 発 を する 、 を しないで だけ すれば いです。

  4. を けた 、 の 、 状、 した の (写し)を しなければなりません。

210㎜×297㎜[ (2級) 60g/㎡]
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実実実実     発発発発 にににに対対対対すすすするるるる 状状状状
[  [  [  [  ]]]] 国国国国にににに すすすするるるる 実実実実                                             [  [  [  [  ]]]] 国国国国 登登登登 実実実実

する
(発 対 )

登 号( 国 登 号)

発 数

された

( )

登 号( 国 登 号)

号
            

 「 国管 」 88条および 規 75条の規 により 国に する 実 ( 国 実
)の発 および に して の り します。

                      장장장장

    された
(  は )

 広  区 　様

  1. した の の写しを しなければなりません。

  2. 状は した から30 まで 効です。

  3. の の または、 の盗 などで 偽の 状を して を または した には により処 を けることが

あります。

210㎜×297㎜[ (2 ) 60g/㎡]

[  2] 
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[  7号 ] <改  2010.8.9> は 24(www.minwon.go.kr)でも できます。

  は ㆍ  交   
※ の を んで して さい。[ ]には 当する に√をしてください。 
                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ( )

(個 )

 (  は ) 号

対 との 係 号
数 対  

                 [  ]国 活    [  ]国家 対    [  ]その の対 (         )

( )

号
(  は ) 号

の 号 号
 

は ㆍ  
交  対

号

[  :              ]

 

  [  ]                   [  ]

※ のために 記の 、 な のみ 択して できます。 
　　 択 をチェックしない には“ むむむむ”と く かれた のみ して交 します。

 交

[  ] 

1. 過去の 変更    
[  ] て む  [  ] 5 を む  [  ] まない

2. 構  
                                          [  ] むむむむ     [  ] まない

3. 帯 の 帯 との 係
                                           [  ] むむむむ     [  ] まない

4. 帯 の  / 変 、変
                                           [  ] むむむむ     [  ] まない

5. 交 対 の 帯 の
                                           [  ] むむむむ     [  ] まない

6. 交 対 の 帯 の 号の 号
                                          [  ] むむむむ     [  ] まない

7. 居 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [  ] む  [  ] まない

8. 国 の 　　　　　　　                                 [  ] む     [  ] まない

 交

[  ] 

1. 個 の 的 の変更内
                                           [  ] むむむむ     [  ] まない

2. 過去の 変更の
[  ] て む  [  ] 5 間を む  [  ] まない

3.  過去の 変更の の で 帯 の と 帯 との 係
                                          [  ] む     [  ] まない

4. 
                                           [  ] む     [  ] まない

および 的 

「  」 47条と 48条に従って の  または ㆍ  交 を します。

                 

ㆍ郡 ㆍ区  または ㆍ ㆍ  および  様
210㎜×297㎜[  60g/㎡(リサイクル )]
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 24(www.minwon.go.kr)でも 告できます。

( )

( お し

します。)

1. の  

2. の は の または、

3. 数 対 の は な

数

1. 1. 帯 が 帯 の の または、 交 を など の だけで する には「

イメ ジ 」に のハングル で すれば または交 を けることができます。

2. は“ 内 ” の各 に対し“ む”、“ まない”を 択して することができ、 択しなかった には“ む”と く され

た だけ されるように処 されます。

3. 交 を する 、 ができない 国 の 、8.の 国 の は や 帯 (その を けた を む)の

み“ む”を 択できます。

4. 交 を する 、3.過去の 変更 の の 帯 の と 帯 との 係の は や 帯 (その を けた を む),

国家や が公 とした にのみ“ む”を 択でき、4. の は や 帯 (その を けた を む),「

」 29条 2 5号に従う家 、国家や が公 とした にのみ“ む”を 択できます。

5. 担当公 が 数 対 であることを するために な を 求する には、 しなければなりません。

6. は (または、 )と などの を共に しなければなりません。

7. や 帯 でない が交 を ける には された および が されるので ず“ および ”を しなければな

らず、 を する には の を しなければなりません。

8. 「 」 37条 5号により偽りやその の な で の の を したり、 を交 を けた には3

の や1 ウォン の に処されることがあります。

9. の が によって じ で な の を したり 交 を する には 7号 と

8号 を共に って 括 することができ、その 、 7号 と 8号 の間には の ( )がなければな

りません。

号 ㆍ交  

の  または ㆍ の交  

号  

ㆍ郡 ㆍ区 　または ㆍ ㆍ ㆍ ( )

* はオンライン などによって ちに処 ができない のみ交 します。

210㎜×297㎜[  60g/㎡(リサイクル )]
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[  10号 ]

                登登登登                        告告告告        
 ※ の を んで記 してください。

帯

              (  は ) 登 の

登 号 -

告

              (  は )

登 号 -    

帯 との
係号

  登 する の

帯
と　の

　係 号   年    登  基  

1
男

2
男

3
男

 ※ 記の は は、記 しません。

告処
    

登  処 登 基 の

 

 

 

「 登 」 11条 1 の但 および同 の 19条に従って 登 告を の 告 に します。  

                                                                     年                   

                                                     した ( 帯 )          (  は )

登  告

号       号
 ※    
 1. “ 告 ”の欄に 告 は 鑑の代りに をし

てもかまいません。 帯 の 欄に 帯 の
( 帯 の または捺 )を けなければ

なりません。 帯 の を けて 告する
帯 の や 系 は 状欄に 帯 の

を けて、 帯 の 登 などの
を共に しなければなりません。 

(※偽りの 状を した には「 」によ
り処 を けることになります)

 2. 17歳 の が 規登 をする には家
係記 に する の および

が した に 登 が発給されます。
 3. 家 係登 がない が 規登 をする

には登 告 “ 登 告 ”を
けて登 きを踏まなければなりません。

 4. 国 が 規登 をする には国 処
であることを しなければなりません。

 5. 家 係登 の には 登 の
謄 が交 されません。

 6. 登 告が 実かどうかは を
じて され、偽って 告した には3
年 の または、1 ウォン の 金

を けることになります(「 登 」
37条).

告

帯

告          年          

記の り 登 告 を け けました。

                     年          

           ㆍ ㆍ洞  

210㎜ × 297㎜[ 54g/㎡(リサイクル )]
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[  34号 ] <改  2010.8.4> 24(www.minwon.go.kr)でも 告できます。

録  [  ] 告  [  ]  

号

告( )

との 係

号 号

(ハングル) ( )

号 号

告( )
( ) 

録 の
                                                

のように の を 告( 告を )します。

            

告( )
(  または )

なし

数

なし

1.　 この 告 は 告をしようとする にだけ し、 の 発 を けようとするならば“ 発 ”を

して さい。

2. 告をした は の真偽 ARS(局 なし“1382”)を して 告 の処 をしたかどうかを することができます。

3. が 告する には‘ 告( ) ’ は せず、" の " は担当公務 が する で 告 は しません。

4. した を り戻した には ㆍ または、 センタ に 告をして さい。

210㎜×297㎜[  60g/㎡]
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[  9号 ] <改  2010.8.9>

  は ㆍ  交    
※ の を んで して さい。[ ]には 当する に√をしてください。　　　　　　　　　　　　　　　　( )

を けた( )

 号

号 対 との 係

した( または、 交の対 )

 号

号 帯 の

数 対                   [  ]国    [  ]国家 対    [  ]その の対 (         )

内
( 内 )

  [  ]                   [  ]

※ 個 のため、 の の の な のみ 択して できます。 
　　 択 をチェックしない には“ む”と く された だけ して交 します。

 交
[  ] 

1. 過去の 変更    [  ] て む  [  ] 5 を む  [  ] まない

2. 構                                            [  ] むむむむ     [  ] まない

3. 帯 の 帯 との 係                                           [  ] むむむむ     [  ] まない

4. 帯 の  / 変 、変                                           [  ] むむむむ     [  ] まない

5. 交 対 の 帯 の                                           [  ] むむむむ     [  ] まない

6. 交 対 の 帯 の 号の 号                                          [  ] むむむむ     [  ] まない

7. 居 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [  ] む  [  ] まない

8. 国 の 　　　　　　　                                 [  ] む     [  ] まない

 交
[  ] 

1. 個 の 的 の変更内                                           [  ] むむむむ     [  ] まない

2. 過去の 変更の [  ] て む  [  ] 5 間を む  [  ] まない

3.  過去の 変更の の で 帯 の と 帯 との 係                                          [  ] む     [  ] まない

4.                                            [  ] む     [  ] まない

および 的

「 」 29条 2 に従って の または、 の交 を のように します。

장장장장               

した (  は )

ㆍ郡 ㆍ区  または ㆍ ㆍ  および  様

( お し し
ます。)

1. ( を けた )の の
2. した の などの (担当公務 が 状の真偽を するために した

)
3. した が 数 対 の は な

数

210㎜×297㎜[  60g/㎡(リサイクル )]
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( 　 )

1. の の または、 鑑などを偽 したり に するなどの で偽りの 状を して する には「 」により処 を ける

ことになります。

2. は“ 内 ” の各 に対し“ む”、“ まない”を 択して することができ、 択しなかった には“ む”と く され

た だけ されるように処 されます。

3.  この 状により の または、 交 を する には、 した の 、 号、 帯 の および を

に しなければならず、 が でない 、 を することができます。

4.  した は“ または、 ”の に をするか 鑑を しなければならず は できません。 をする には (ハングル)

を なければならず、 のサイン( 国 、 など)や などは できません。

5. 担当公務 が 状の真偽を するために した の など と 数 対 の を 求する には し

なければなりません。

210㎜×297㎜[  60g/㎡(リサイクル )]



- 27 -

 30号 ] <改  2010.8.4>

   
※ の と を んで して さい。[ ]には 当する に√をしてください。 　

( )

号 処 間     

写真( ) 

(3cm×4cm)

(ハングル) ( )

写真( )

(3cm×4cm)

号  

号 号
 発   [  ]交 [  ] 交

  [  ] 關 [  ]

   ( 号         -          )

 担当 公務 ㆍ 家  係　

             

(  または )

紋 (各 の きさ : 横 4㎝ ×  3㎝)

し

紋 (各 の きさ : 横 4㎝ ×  3㎝)

し

の の4 の  (横 7.1㎝ ×  5.5㎝)  4  (横 7.1㎝ ×  5.5㎝) の

210㎜×297㎜[파일지 170g/㎡]
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( )

 1. の写真 1
   イ. 6ヶ 内に した 写真(3㎝×4㎝)でなければなりません。
   ロ. 発 の発 を けようとする には写真を2 しなければなりません。

 2. 学 や国家 または、公共 で発 した (写真 のものでなければなりません)

数

なし

1. が 発 をしなければならず、 当発 内に発 を しなければなりません。

2.　 ではなかったり に発 をすると 紋によってその 実が して、この 3 の または、1 ウォン の を けることに

なります。(「 」 37条)

3. “ ” を 択した には 3 内に を りに来てください。3 が過ぎても りに来られない は されま

す。

4. .“ ” を する は する 、 を しなければなりません。 の発 から5 内に3 発 しても の で を

けることが 来ない には が 発 を して を りに かなければなりません。

5. で発 した を でない の が して発 した 故に対して発 は の を いません。

6. された写真によって であることを すること困 な 、発 は に を 求できます。

1. の“担当公務 ”の と“ 係 ” は空 のまま してください。

2. すべての は のボ ルペンやインクの 具を ってハングルで して、“ ”と された のみ で しなければなりません。

3. “ ” を 択した には“ の ” に された へ が発 されるので を に してください。 を

で発 した 、 帯 のメ ル(SMS) 内を けようとする には ず 帯 号を して さい。

4. “ ” と“家 ” は が であることを するために学 や国家 または、公共 で発 した (写真 )を するこ

とはできない にのみ する です。“家 ” は17歳 の じ 帯 、 、 系 または、 が を 参して した

に と との 係を します。

210㎜×297㎜[파일지 170g/㎡]
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[  32号 ] <改  2010.8.4>

   
※ の を んで して さい。[ ]には 当する に√をしてください。

号 処 間     

(ハングル) ( )

号 号

発
　

[  ]   [  ]    [  ] 変更  [  ] 号 変更

[  ] 変更    [  ] 帰国  [  ] (写真) 変更   [  ] によって ㆍ   
[  ]その

 発    
                                      [  ]交              [  ] 交

 
                                      [  ]      [  ] 關     [  ]  

   ( 号      -       ) 휴대전화번호

のように の 発 を します。

                 

    (  または )

1. 6ヶ 内に した 写真(3㎝×4㎝) 1

2. 従来の ( の のどれか つに 当する は きます)

　　イ. を した .

　　　　ただし、 を 発 に旧 を見つけた には、すぐに または、 セ

ンタ に旧 を 却しなければなりません。

　　ロ.国 に した が するために帰国した であり、国 に する に を 却した

　　ハ. を発 したが3 が過ぎても りに かず 当 が した 　　　　　　　　

　　ニ. の を らせたが1 が過ぎても りに かず 当 が した

数

1. 発 を しようとする 、 をした の勤務 間が わる にしなければなりません。 勤務 間が わった には で

きません。

2.

   イ. “ ”を 択した には 3 内に を りに って さい。 3 が過ぎても りに かなかった は され

ます。 発 が でない には 6ヶ までは発 に を りに って、6ヶ が過ぎてからは

の または、 センタ に を りに って さい。

   ロ. “ ” を 択した には“ の ” に された へ が発 されるので を に してく

ださい。 を で発 した 、 帯 のメ ル(SMS) 内を けようとする には ず 帯 号を して

さい。

   ハ. “ ”を 択した 、“ ” に された へ発 した を でない の が して発
した 故に対して発 は を いません。 の発 から5 内に3 発 しても の で を け る

ことができない には、 発 に りに かなければなりません。

３． 数 が な

   イ. を したり毀 ( な毀 は )して 発 をする

   ロ. 科 ( による は ) で が変わって 発 をする

   ハ. 発 および された の による で 発 をする

４． された写真で であることを することが困 な 、発 は に を 求できます。

210㎜×297㎜[  60g/㎡]
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[別  8号 2書式] <改定 2007.12.31> (前 )
印 保 申
印 保 申

処理期
即 時

申 人

姓 名
( 漢 字 ) (          )

住民登
番 号

国

国内住所地 右手 拇印
国外住所地
印 保
(保 )
申 理 由

法 定
代理人
同 意

姓 名 住民登
番 号

申告

係印
国内住所地
国外住所地

在外公 (
事 )

收監機
確

                  印 保 申
    上 申告人   印 保 申 事実 確  
                  法定代理人 同意
                       年        月       日
                          在外公 ( 事 )              ( 名)
                          收監機 (機 )              ( 印)

 「 鑑 」 7条の2により 記の り 鑑 また

は、 鑑 を します。

                     年         月         日
手数料

                                        申 人           ( 名  印)
                                        代理人           ( 名  印)
                                        住民登 番号 :
                                        住 所 :

      市 区 洞 様
210mm 297mm(新 用  54g/ ( 用品))
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( )

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 留 意 事
　

　 国 または、 居 (滞 ) または、 の 鑑 ( )

をするために 庁( , ,洞 )を する代 は ず 登 な

どを しなければなりません。

　 国 の にはパスポ ト 号( 年 ), 国 の には 国 登

号、国内居 告 の には国内居 告 号を 登 号欄に記 し

ます。

 鑑 ( ) は の 鑑を ( )するために 鑑 の

発 対 を または、 が する対 に したり、オンライン発 な

どを禁 させることができる 度です。 する内 を の のように 鑑

( ) 欄に記 して してください。

[ 入例]
 の発 禁

 、 (○○○: 登 号) の発 禁

 、 (○○○: 登 号)、 (○○○: 登 号) の発 禁

の 洞での発 禁 (オンライン発 禁 )

 その に 鑑 や 鑑の に な内
右 の の捺 が困難な には、 の を捺 し、 は でき

れいに捺 しなければなりません。

 鑑 ( ) は 国のすべての 郡 区 および 洞 に

できます。 ただし、 国 または、 居 (滞 ) の には 公館

の 、 または、収監 は教導 などの を けて しなければ

なりません。

 鑑の や をしようとする には 当 欄に

チェックをしてから します。この 、 年 である には 代

欄に チェックをしなければなりません。

　 公館または、収監機 の 当 欄に チェックをします。
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            告告告告        Report Report Report Report of of of of correctioncorrectioncorrectioncorrection

Surname  

Chinese character Sex

男 M

Given names  F

 年  

Date of birth

国    
Nationality

(Correction)

(Before)

(After)

                                                     号
                                                         Tel.

国 登錄 号 
Registration No,

登

Date of registration

同

Dependents 

in Korea

   

Name in full

 年  

Date of birth

Sex

　係

Relation

登　 　 　号
Registration No,

　考

Remarks

               告 

              Date of report      .      .        .

                                                     告  

                                                     Signature of applicant
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[別  9号書式] <改定 2005.1.15>                                (前 )

鑑(変更) 告 [ 告 ]
処理期

即 時

申
告
人

姓名(漢字) (     ) 住民登 番号 国
国内住所地 申 告 印
国外住所地

保存用 印書名申告理由
立 料(添付)

保

人

姓 名 住民登 番号
(生年月日)

申告
係印

国内住所地
国外住所地

法定
代理
人

同意

姓 名 住民登 番号
(生年月日)

申告
係印

国内住所地
国外住所地

在 外 公
( 事 )

確

  上 申告人 印 書 申告(変更) 事実 確 .法定代理人  同意
                   年        月       日
                       在外公 ( 事 )                ( 名)

   「 鑑 」 3条および 7条( 13条)の規 によって 記

の り ( 代 )と して 告します。

                     年        月       日

手数料
申告
変更 600

                                        申告人            ( 名  印)
                                        代理人            ( 名  印)
                                        住民登 番号 :
                                        住 所 :
      市 区 洞 様

210mm 297mm(新 用  54g/ ( 用品))
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( )

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

 留 意 事
 この は 鑑を めて 告したり、すでに 告した が 鑑 告機 に

が できない に が 庁( , ,洞 )を しないで

によって 鑑 告または、 鑑変更 告をする います。

 は、 鑑を 告している 年 でなければならず、 鑑は ず 告

された 鑑でなければなりません。 この 庁を する代 は の

を しなければならず、また、 の 鑑は 庁が 処
によって をするので、この が難しい 、その 鑑 を 求で

きます。

 は 告 の真 かどうかを して しなければなりません。

 告 の 鑑 告は 告 鑑の 欄に捺 して、“ 鑑 1 ”を しなけ

ればなりません。 ただし、 鑑 を同 した には 鑑 を できます。

 係公 は 鑑 の 鑑欄に 鑑 を した 、 鑑 と 鑑

の なる に で をしなければなりません。

 国 の には 告 の国 欄に を記 して 公館(領 館)を

( )した 、 しなければなりません。

 告 欄には 告 が できない を記 し、その 実を できる

を に しなければなりません。この 、 する の 効期間

はその から3ヶ ( 公館の は から6ヶ )です。

 国 の にはパスポ ト 号、 国 の には 国 登 号、国
内居 告 の には国内居 告 号を 登 号欄に記 して、

登 号はその の を して( )の に 記します。

 公館 は 当 欄に チェックをします。

   この 告 は の り処 されます。

申 告 人 1 ( 年 や 禁 の は

代 の同 加)

印 (変更)
申 告

申告
受理

印 申告機
対 照 確

印 台 帳
印 (変更)申告
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[別  13号書式] <改定 2005.1.15>
印 明 委任狀  法定代理人 同意書在外公 ( 事 ) 及  稅務  確 書

委
任
狀

を けた (漢字)(            ) 住民登 番号
住 所 発 数

使 用 用 委任理由 係
   の 鑑 の発 を 記の に します。

                       年        月        日
委任 :                          (住民登 番号        -         )住 所 : 

法定代理人同意

   (姓名:        ) 対 明書 発 同意 発 数
                       年        月        日
法定代理人:                         (住民登 番号        -         )係 :
住 所 : 印

在外公
確

   記の 実を します。

                       年        月        日
                              在外公 ( 事 )                ( 名)

稅務
確

不動産 種
不動産所在地

   記の に対して します。

                       年        月        日                                                        稅務  
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

留意事
　 状または、 代 の同 には 年 を記 して、 効期間は

または、同 から起 して6ヶ です。
　2 の 鑑 の発 を けようとする には 状または、同
の発給 数欄に記 して しなければなりません。

　 国 や国内居 告 の 発 を し する には 公館の
を けなければなりません。その 、 国 の 動 権 の
には 動 の と を記 して 管の 庁( , ,洞 )の
または、 動 を管 する税 の を けなければなりませ

ん。
　 年 または、 禁 の 鑑 の 発 を けようとする に
は 状と 代 の同 をすべて しなければなりません。
　 登 は を けることはできず、 ( )が する

は[ 登 、 動 、パスポ ト、 登 ( 登号および が記 されていない 登 を く)]の から つを択して します。
　 の の や を偽 または、 した ( : した の 状
を 偽で して 鑑 を したり発 を けた など)は「 」
231条ないし 240条の規 によって処 を けることになります。
　代 発 を けようとする は の を捺 して しなければなりません。

210mm 297mm(新 用  54g/ ( 用品))
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[別  12号書式] <改定 2005.1.15>                              (前 )
死亡  失 宣告 処理期

            印 申告事 変更  申告(申 )書
即 時抹消  復活

   に します。

対 姓名(漢字) (     ) 住民登 番号 印
国内住所地
国外住所地

国
申告(申 )事
書 申 告 理 由
立 料(別添)
法定代理人同意 姓名 印 住民登 番号

住所 係

在外公 ( 事 )
確

   上 事実 確

                 年        月       日

                     在外公 ( 事 )                名
備  

    鑑 」 8条( 9条、 11条)および「 鑑 」

11条( 12条)によって 鑑( 告 告 の変更 )

告( )します。

手数料

                       年         月        日

                           申告(申 )人            ( 名  印)
                           住 所                                        
                           (住民登 番号 :                    )

                           代 理 人     ( 名  印)
                           住 所                                        
                           (住民登 番号 :                    )
                           係            

       市 区 洞 様
210mm 297mm(新 用  54g/ ( 用品))
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( )

1.

2.

3.

4.

   留意事
 庁( , ,洞 )を する代 は ず を しなければなり

ません。

 または、 告を 告する には が 告 を しなければな

りません。 ただし、 が 管の 庁を できない には して

できます。

 登 号欄に 国 の にはパスポ ト 号、 国 の には

国 登 号、国内居 告 の には国内居 告 号を記 しなければ

なりません。

 鑑 告 を しようとする には 当 欄に チェックをしてから

します。

 この 告( ) は の り処 されます。

民 人 申 告 ( 申 ) 事
   1. 死亡
   2. 失 宣告
   3. 申告事 変更
   4. 抹消
   5. 復活

申告(申 ) 申告(申 )受理

庁
( 洞 ) 申 告 ( 申 ) 事 実 整 理
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[  29号]

家家家家 係係係係登登登登 告告告告

(       年          )

 ※ 記の を んで記 し、 択
は 当 号に“○”で して さい

①

家

係登

ハン
グル 貫

( )

男 

登 号 -

年

登 基

   

登 基

登 号 -

登 基

登 号 -

 ② に する

 ③ 可または、
　　　           年           

 ④その

⑤  

告

 　 は 登 号 -

 格       系   その ( 格 :              )

 Eメ ル

⑥  登 号 -

                        

※ 家 係登 可謄 を けた から1ヶ 内に 告しなければなりません。
①欄 : 家 係登 告は に当 各 が家 係登 可とともに家

係登 告をしなければなりません。
    : 25条 2 により 登 号欄に 登 号を記 した には 年 の記

を できます。
②欄: この 告 で めた の に するすべての を記 しなければならず、 で

した家 係登 可決 ( )で代 することができます。
④欄 :家 係登 に記 を にするのに に な を記 します。
⑥欄: ( 告 か かは )の および 登 号記 [ 当公 は と対 ]

                        
1. 家 係登 可決 の謄 1 ( 決によって家 係登 告をする

には 決謄 および ).
2. [家 係登 例規 23号による]
 - 告 が した :
 - が した : の

 - の : 告 の 写
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家家家家 係係係係登登登登 　　　　 告告告告

((((가족관계등록 가족관계등록 가족관계등록 가족관계등록 창설신고서창설신고서창설신고서창설신고서))))

※ (작성방법)

  家 係登 可謄 を け った から１ヶ 内に 告しなければなりません。

   (가족관계등록창설허가등본을 받은 날부터 1개월 이내에 신고하여야 합니다.)

  登 基  (등록기준지) 

   各欄の 当 が 国 の には、その国 を記 します。

   (각 란의 해당자가 외국인인 경우에는 그 국적을 기재합니다)

  登 号(주민등록번호)

   国 · 国 の には、 国 登 号か国内居 告 号、または 年   

  を記 します。

　(외국인·재외국민인 경우에는 외국인등록번호나 국내거소신고번호, 또는 출생연월일를

   기재합니다.)

①①①①    家家家家 係係係係登登登登 (가가가가족족족족관관관관계계계계등등등등록록록록창창창창설설설설자자자자)

 ※  (작성방법)

  家 係登 告は、 として当 各 が家 係登 可と共

   に家 係登 告をしなければなりません。 の 25条 2 により 登   
   号欄に 登 号を記 したときには 年 の記 を できます。

    (가족관계등록창설신고는 원칙적으로 사건본인 각자가 가족관계등록창설 허가와

     함께 가족관계등록창설신고를 하여야 합니다. 법 제25조제2항에 따라 주민등록

     번호란에 주민등록번호를 기재한 때에는 출생연월일의 기재를 생략할 수 있습니다.)

■■■■    (창창창창설설설설자자자자    본본본본인인인인)

  の をハングルと で いてください。

    (창설자 본인의 성명을 한글과 한자로 쓰세요) 

  の 貫を で いてください。（※ 国国 の ）

    (창설자의 본을 한자로 쓰세요)　（ 한국 국적인 견우)

  の をチェックしてください。１）男　２）女

    (창설자의 성별을 체크하세요 1)남 2)여) 
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  の 年 を いてください。

    (창설자의 출생연월일을 쓰세요)

  の登 基 と を いてください。

    (창설자의 등록기준지와 주소를 쓰세요)　

■■■■    のののの (((( //// ))))    창창창창설설설설자자자자의의의의    부부부부모모모모

  の の と登 基 を いてください。

    (창설자 부모의 성명과 등록기준지를 쓰세요)

 　 の の 登 号を いてください。

    (창설자 부모의 주민등록번호를 쓰세요)

②②②②    にににに すすすするるるる 　　　　(신신신신분분분분에에에에    관관관관한한한한    사사사사항항항항)

 ※ (작성방법)

 　この 告 で めた の に する ての を記 しなければならず、

    で した家 係登 可決 ( )で代 することができます。

    (이 신고서에서 정한 이외의 신분에 관한 모든 사항을 기재하여야 하며, 별지로

     첨부한 가족관계등록창설허가결정서(신분표)로 대신할 수 있습니다.)

③③③③    可可可可ままままたたたたはははは (허허허허가가가가    또또또또는는는는    재재재재판판판판확확확확정정정정일일일일자자자자)

  と を いてください。

    (날짜와 법원명을 쓰세요)

④④④④    そそそそのののの (기기기기타타타타사사사사항항항항)

 ※ (작성방법) : 

  家 係登 に記 を にするのに に な を記 してください。

    (가족관계등록부에 기록을 분명하게 하는데 특히 필요한 사항을 기재합니다.)

⑤⑤⑤⑤    告告告告 (신신신신고고고고인인인인)

  告 の を き、 か捺 をしてください。

    (신고인의 성명을 쓰고 서명날인하세요)

  告 の 登 号を いてください。

    (신고인의 주민등록번호를 쓰세요)　
  告 の 格をチェックしてください。(신고인의 자격에 체크하세요)
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    1.   2.  　3.　 系家 　 4.　その  ( 格:  )

    1. 본인  2. 배우자  .3.직계혈족   4.기타 (자격:   )

  告 の 、 号、Eメ ルアドレスを いてください。

    (신고인의 주소, 전화번호, 이메일 주소를 쓰세요)

⑥⑥⑥⑥    (제제제제출출출출인인인인)

 ※ (작성방법) : 

  ( 告 か かは )の および 登 号を記 [ 当公 は

   と対 ］

    (제출자(신고인 여부 불문)의 성명 및 주민등록번호를 기재 [접수담당공무원은 신분증과 대조])

  の と 登 号を いてください。

   (제출인의 성명과 주민등록번호를 쓰세요)　

■■■■    　　　　첨첨첨첨부부부부서서서서류류류류

1. 1. 1. 1. 家家家家 係係係係登登登登 可可可可決決決決 のののの謄謄謄謄 　　　　１１１１     (가족관계등록창설허가결정의 등본 1부)

    ( 決によって家 係登 告をする には、 決謄 および 。)

    (확정판결로 인하여 가족관계등록창설신고를 할 경우에는 판결등본 및 확정증명서).

2.2.2.2. 　　　　신분확인

 ［家 係登 例規 23号による］

  [가족관계등록예규 제23호에 의함]

  告 が いた ：

   (신고인이 출석한 경우 : 신분증명서)

  が いた ： の

   (제출인이 출석한 경우 : 제출인의 신분증명서) 

  の ： 告 の 写
   (우편제출의 경우 : 신고인의 신분증명서 사본)
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(((( 権権権権 )))) 告告告告
(        年              )

 ※ の を んで記 し、 択 は

当 号に“○”で して さい

①

ハン
グル

貫

( )

男   

登

    号 -

登 基

      

の 及び 

登 基  

       登 号 -

登 基

②
ハン
グル 登

    号            -

登 基

 ③ 決

  (                    )
          年                       

④

権
登

    号         -
との 係

  

       年        
 
 (             ) の決

 ⑤
         年        

 
 (             ) の決

  ⑥その

  ⑦

告

　 は　 登 号 -

格

              の 起    

の

  その ( 格:                           )

Eメ ル

 ⑧  登 号 -

[様  2号]
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※ または、 が 国 の には登 基 欄にその国 を記 します。
①欄 : の および登 基 は が した にだけ記 します。
     : 児を する : (ハングル)欄に“ ○ケ の 児”と記 し、 がある は

まで記 します。
     : 25条 2 により 登 号欄に 登 号を記 した には 年 の記 を

できます。
③欄 : の にともなう 告の にだけ記 します。
     : 、 に代わる決 、 や 勧告決 にともなう 告の には“

決 ” 記の( )の に“ ”、“ に代わる決 ”または“ ”、"勧告決 “と記 して、“年 ”の欄にその ( ) を記 します。

の にともなう 告の にだけ記 します。
　　　: 、 に代わる決 、 や 勧告決 にともなう 告の には“

決 ” 記の( )の に“ ”、“ に える決 ”または“ ”、"勧告決 “と記 して、“年 ”欄にその ( ) を記 します。
④欄 : に対する 権 が決まった にだけ記 します。
     : - による → 、 の決 による →
　　　: - の決 による には( )の にその決 を記 します。
⑥欄 : の および家 係登 に記 を らかにするために に な を記 します。
    - が と 貫を した 、 または がわかった には または、 の と 貫に従う
    - した 供を する には の 年 、その 系 属の 、 年 お

よび登 基
    - 禁 ( 年 見 )が をする には同 ( 見 )の声 、 (または、捺 )お

よび 登 号
    - に や 系 属がいる にはその の (ハングル 併記), 年 、両 、 との 係
    - の 、その および の 年
⑧欄: ( 告 か かは )の および 登 号記 [ 当公 は 分 と対 ]

                        

1. 決謄 および 1  
 - 決の にともなう 告の にだけ します。
 - や にともなう 告の には、その ( )謄 と 達

を します( に代わる決 または、 勧告決 の には決 謄 および ).
※※※※    記記記記のののの2222 はははは家家家家 係係係係登登登登 官官官官庁庁庁庁でででで シシシシスススステテテテムムムムででででそそそそのののの内内内内 をををを ででででききききるるるる 、、、、 をををを ししししまままますすすす。。。。
2.　 の 当 の の家 係登 の基 および 係 、家 係

各1 ( の の家 係登 がなかったり、登 されているのかが らかでない
の にはその が の 当 に ではなかったことを公 する または、2

の ).
3. 権 内 を する 1 ( の からその によって 当 ).
   : による - 、: の決 による - 権 謄 および  
4. 謄 (または、 を記 した ) 1
5. が 国 の 、その国 を する .
6. が 貫 を 可した - 謄 および 各1 .
　　 貫 を両 が した -両 の が 告する には 実を す

る 1 .
7. 分 [家 係登 例規 23号による]
  ① の
   - 告 が く : 分
   - 告 が かず、 が く  : の 分  及び 告 の 分  

または 公 または、 鑑 ( 告 の 分 なしで 告 に 告 が した
、 公 、 告 に 鑑捺 した 、 鑑 )

   - の  : 公 または、 鑑 ( 告 に した 、 公 、 鑑を
捺 した は 鑑 )

  ② の の
   - 告 が く : 分
   - が く  :　 の 分
   - 分 写  : による の
※ 国 の と 国 の の間の に対し 国 の による 告をする に

は の をすべて しなければなりません。
  - 当の 為の 拠 で 択した と 当 との を する 1
　　　　例: 供の家 係登 の基 および家 係 または、 の 供の 居

を する 登 謄 など
  - 拠 　 属国の権 ある機 が発 した の 件具 1
  - の国 など　 分を する 　
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   [  6号]

告告告告     
(        年          )

 ※ の を んで記 し、 択 は 当 号に“○”で

して さい

区　     

①

ハン
グル 貫( ) ハン

グル 貫( )

登 号 - 登 号 -

登 基

②
ハン
グル 貫( ) 登 号

-
登 基

③ の実
の両

登 基
登 号 -

登 基
登 号 -

④その の

⑤           年          

 ⑥
 は　 登 号 -
 
 は　 登 号 -
 

 ⑦
同

は　
は　

系 属 は　 登 号 -  係

見 は　 登号 - 可 可    年  

 ⑧

告

は　
 

Eメ ル

は　
 

Eメ ル

        は　
 

Eメ ル

15

満 の
代

□ は　
 

Eメ ル

□   は　
 

Eメ ル

□ 見   は　
 

Eメ ル

 系 属 5 満 の 可 可      年  

 の 起  の
  は　

 

Eメ ル

⑦  登 号 -
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※ 両 または、 が 国 の にはその登 基 欄に国 を記 します。
①欄 及び ②欄 : 25条 2 により 登 号欄に 登 号を記 した には 年 の記

を できます。
④欄 : の および家 係登 に記 を にするために に な を記 します。 
    : をする が満15歳 満の には の 当 、 を 諾した が

の をしなければならず、その が その の で できない には 家の
の 系 属または、 見 が家 の 可を けて をしなければならないが、そのよう
な にはその

⑦欄 : をする が 年 (満15歳 満20歳 満)の には の同 を けなけ
ればならず、 が その の によって同 できない には の 系 属がいれば
系 属 で 近い 属 で年 で同 を けなければなりません。

    : の 、 年 に同 する や 系 属がいなければ家 の 可を けた 見
の同 がなければなりません。

    : や が禁 である には 見 の同 を けなければなりません。
⑧欄 : 欄は をする が記 捺 (または、 )して、ただし をする が

15歳 満である には、その を 諾した が、その が その の で
告できない には家 の 可を けた 家の の 系 属または、 見 が各 その

当する 号に“○”で した 、記 捺 (または、 )しなければならず、 の
が した には 起 または、 の の単独で 告できます。 この にも

当 号に“○”で した 、記 捺 (または、 )します。
⑨欄 : ( 告 か かは )の および 登 号記 [ 当公 は と対 ]

                        

※※※※    記記記記のののの1111 はははは家家家家 係係係係登登登登 官官官官庁庁庁庁でででで シシシシスススステテテテムムムムででででそそそそのののの内内内内 をををを ででででききききるるるる 、、、、 をををを ししししまままますすすす。。。。
1. 当 の家 係登 の 係 各1
2. の の 、 決謄 および 各1 .
3. の ( ) の 、 ( ) 謄 およびその 達 各1 .
4. 例 4条の各号に 当した であることを する 1 (「 および きに す

る 例 」により された が によって 告をしながら の の と
貫を しようとする 、 告 に します).

5. を同 した が した同 実を する と 見 が の同 をした や
見 または、 家の の 系 属が をした には の 可 各1 .

6. [家 係登 例規 23号による]
 ① の
   - 告 が いた :
 　- が いた : の
 　- の : 告 の 写
 ② の
   - 告 が いた : 告 すべての
   - 告 が かず、 が いた : の および 告 すべての

または、 公 または、 鑑 ( 告 の なしで 告 に 告 が した
は、 公 、 告 に 鑑捺 した は、 鑑 )

   - の  : 告 すべての 公 は 鑑 ( 告 の なしで 告 に
告 が した は、 公 、 告 に 鑑捺 した は、 鑑 )

※ において 64条 1 の をした の または、 の があったり
鑑 の があれば、 告 の の または、 鑑 の として見なすこ

とができます。



- 46 -

[様  34号]

            変変変変    更更更更        告告告告    

(        年              )

 ※ 記の を んで記 し、 択 は 当
号に“○”で して さい

①

件

 

ハン
グル 登

    号 -

登 基

 

②
変更  ハン

グル
変更  

貫
ハン
グル

変更した ハン
グル

変更した 
貫

ハン
グル

 ③ 可         年               

 ④その

⑤

告

  は 登 号 -

 格   代  その ( 格 :                           )

 Eメ ル

 ⑥  登 号 -

                        

※ 告は 変更 可決 謄 を けとった から1ヶ 内に 告しなければなり
ません。

②欄 : 件 の は変更 の と変更した を区 して記 します。
③欄 : 変更 可 は、 変更 可決 謄 に記 された年 を記 します。 
④欄 : 家 係登 に記 を らかにするために に な を記 します。

⑥欄 : ( 告 か かは )の および 登 号記 [ 当公 は
と対 ]

                        

1. 変更 可決 謄  1 .
2. [家 係登 例規 23号による]
 - 告 が いた :

 - が いた : の
 - の : 告 の 写
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[様  7号]

(((( ))))
告告告告

(        年          )

 ※ 記の を んで記 し、 択 は 当 号に

“○”で して さい

区　        

①

ハン
グル 貫( ) ハン

グル 貫( )

登 号 - 登 号 -

登 基

②

ハング
ル 貫( ) 登 号

-

 登 基

　

 の ハン
グル  の 貫 ハン

グル

 した ハン
グル  した 貫 ハン

グル

③ する
( )

( )
登 基

登 号 -
登 基

( ) 登 号 -

④その

⑤           年          

⑥ 告

 は　 登 号 -

 格 起   の   その ( 格 :          )

 

 Eメ ル

⑥  登 号 -

                        
①欄 及び ②欄 : 25条 2 により 登 号欄に 登 号を記 した には 年

の記 を できます。
③欄 : 、 した と した が をして が同じ

、 には実の 係
    : した と をした が う 、 には

した 係の
④欄 : 家 係登 に記 を にするために に な を記 します。
⑥欄 : ( )の が した には 起 または、 の の単独で 告

できます。この には 当 号に“○”で した 、記 捺 (または )します。
⑦欄 : ( 告 か かは )の および 登 号記 [ 当公 は と対

]

                        

※※※※    記記記記のののの1111 はははは家家家家 係係係係登登登登 官官官官庁庁庁庁でででで シシシシスススステテテテムムムムででででそそそそのののの内内内内 をををを ででででききききるるるる 、、、、 をををを ししししまままますすすす。。。。
1. 当 の家 係登 の基 、 係 各1
2.「 」 908条の5により の が した には の謄 および

各1
3. [家 係登 例規 23号による]
 - 告 が いた :
 - が いた : の
 - の : 告 の 写
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[様式 30号]
登登登登                正正正正    申申申申     書書書書

(        年       月       日)
 下 作成方法 入 択 目

当番号 示 下

事
件
本
人

姓   名 住民登番    号 -漢字
登 基準地

住   所

 正事

 可    判確定日           年      月       日 判所名
 他事

申
告
人

姓 名 又 名 住民登 番号 -
 格  本人 法定代理人 申立 他( 格:              )

住 所 E
 提出人 姓 名 住民登 番号 -

作作作作        成成成成        方方方方        法法法法
欄 : 全 同 懸案 対 事件本人 数人 場合 姓名欄 事件本人 別 同様 入

後 別 事件本人 入
欄 : 正 事 入 可 判決 場合 主文 家族 係登

正事 入 入 事 多 場合 別 添付 可決定
判決主文 同様 入

欄 : 家族 係登 明確 特 必 事 入
欄 : 提出 (申告人 否 不問) 姓名 住民登 番号 入[受付担当公務員 分

対照]

添添添添                書書書書        
1. 登 正 可決定 本1 (確定判決 根拠 家族 係登 正 時 判決 本

確定 明書各1 ).
2. 分確 [家族 係登 例 23号 ]
 - 申告人 出向 場合: 分 明書
 - 提出人 出向 場合:提出人 分 明書
 - 便提出 場合:申告人 分 明書写本
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<<<<別別別別 >>>>

事
件
本
人

姓   名 住民登番    号 -
漢字

登 基準地
住   所

事
件
本
人

姓   名 住民登番    号 -
漢字

登 基準地
住   所

事
件
本
人

姓   名 住民登番    号 -
漢字

登 基準地
住   所

事
件
本
人

姓   名 住民登番    号 -
漢字

登 基準地
住   所

事
件
本
人

姓   名 住民登番    号 -
漢字

登 基準地
住   所
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[様  33号]

            告告告告    

(        年              )

 ※ 記の を んで記 し、 択 は 当
号に“○”で して さい

①   

ハン
グル 登

    号 -

登 基

  

②
の ハン

グル
の

貫
ハン
グル

した ハン
グル

し
た 貫

ハン
グル

 ③ 可          年           

 ④その

⑤

告

 は　 登 号 -

 格    代 その ( 格 :                           )

 Eメ ル

 ⑥  登 号 -

                        

※ 告は 国の を う国 得 がその を わないで しく と 貫を めようとす
る 、管 家 で 可 を けてその 可 謄 を して 可

の告 を けた から1ヶ 内にする 告です。
④欄 : 家 係登 に記 を にするために に な を記 します。
    : の と 貫が やハングルでない に 来の 記

⑥欄 : ( 告 か かは )の および 登 号記 [ 当公 は
と対 ]

                        

1. 可 謄 1 .
2. [家 係登 例規 23号による]
 - 告 が いた :
 - が いた : の
 - の : 告 の 写
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[様  5号]

告告告告
(        年          )

 ※ 記の を んで記 し、 択 は 当 号に

“○”で して さい

区　     

①

ハン
グル 貫( ) ハン

グル 貫( )

登 号 - 登 号 -

登 基

②

ハングル 貫( ) 登 号 -

男 

登 基

 

の ハン
グル の 貫 ハン

グル

変更した ハン
グル 変更した 貫 ハン

グル

③ の

実の両
登 基

登 号 -
登 基

登 号 -
④その の
　　 　

⑤        年      

⑥ 告

 は　 登 号 -

 格 の 起   の  その ( 格 :                 )

 

 Eメ ル

⑦  登 号 -

                        

①欄 及び ②欄 : 25条 2 により 登 号欄に 登 号を記 した には 年
の記 を できます。

④欄 : 記の および家 係登 に記 を にするために に な を記 し、
届 、 供が の 貫に従うことに したのかどうかも記 します。

⑥欄 : の が した には の 起 または、 の の単独で 告でき

ます。 この には 当 号に“○”で した 、記 捺 (または、 )します。

⑦欄 : ( 告 か かは )の および 登 号記 [ 当公 は と対 ]

                        
※※※※ 記記記記のののの1111 はははは家家家家 係係係係登登登登 官官官官庁庁庁庁でででで シシシシスススステテテテムムムムででででそそそそのののの内内内内 をををを ででででききききるるるる 、、、、 をををを ししししまままま

すすすす。。。。

1. 　 当 の家 係登 の基 、家 係 各1

2. の謄 および .

3. [家 係登 例規 23号による]

 - 告 が いた :
 - が いた : の
 - の : 告 の 写
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[  1]

                

の  

      

号

の  

      

号

の と の間に まれるすべての 供の と 貫を の と 貫に めること

に します。

                            20   .    .    .

                                                               (  ) 

                                                                  (  )

　:  1. の を できる ( 、パスポ ト、公

　　　　　 など)の写し1 .

        2. かなかった 当 の または、双 の 鑑 、

　　　　　に対する公 　1 .   .

※※※※

1. 当 のうち または、双 が かなかった 、 した当 の

鑑 または、 に対する公 を ず しなければなりません。

2. の または、 の などで 偽の を して する には

「 」 231条から 237条の2までの規 により5 の または、1

ウォン の に処されます。 
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[  3号 ] <改  2010.6.3>

登 基

区 登 号 貫

区 登 号 貫

実
実

区 內

[ 告 ]  

[ ]  

[ 告 ] 

[ ]  

[ ] 

[ 告 ]  

[ ]  

[ の 登 号] 

[処 官庁]  

                                     ○○ ( ㆍ )     ○ ○ ○   

係係係係

　　 記の 係 は家 係登 の記 と ない を します。

ただし、 係は 係 にだけ します。 

       年            
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[     4号号号号 ]

登 基

区 登 号 貫

区 登 号 貫

区 內

[ ]      

[決 ]  

[ ]                   

[ の 登 号]  

[ 告 ]  

[ 告 ]                 

[処 官庁]  

                                     ○○ ( · )     ○ ○ ○   

係係係係

の 係 は家 係登 の記 と ない を します。

       年            
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[  12号 ]

国国国国内内内内居居居居 告告告告
REPORT ON ALTERATION OF DOMESTIC RESIDENCE

  Surname  
Sex

男 M

   Given Names  F
年

Date of Birth
国

Nationality
国内居 告 号

Report No.
居

Former Residence in Korea
居

New Residence in Korea
                         号
                         Tel. No.

同同同同 家家家家     DependentsDependentsDependentsDependents

係
Relation

  
Name

国內居 告 号
Report No.

　考
Remarks

　 同 の 国と に する 6条の規 によって 記のよう
に国内居 を 告します。

  I hereby report my domestic residence as above in accordance with 
Article 6 of the  Act on Exit & Entry and Legal Status of Overseas 
Koreans

                          告         .      .      .
                      Date of Report    

                      告                                
                       Reporter                           Signature

   ○○ 国管  様
   TO : CHEF, ○○ IMMIGRATION OFFICE

共共共共                欄欄欄欄        For For For For official official official official use use use use onlyonlyonlyonly

  考 決　　

記
　　 局

課処 課 当
                                                                                        210mm×297mm
                                                                                  ( 級) 54g/㎡



        ((((목 목 목 목 차차차차))))

1. 1. 1. 1. 告告告告 ((((혼인신고서혼인신고서혼인신고서혼인신고서) ) ) ) 1111

2. 2. 2. 2. (((( 権権権権     )))) 告告告告 ((((이혼신고서이혼신고서이혼신고서이혼신고서)))) 3333

3. 3. 3. 3. 告告告告 ((((출생신고서출생신고서출생신고서출생신고서)))) 5555

4. 4. 4. 4. 告告告告 ((((사망신고서사망신고서사망신고서사망신고서)))) 7777

5. 5. 5. 5. 改改改改 告告告告 ((((개명신고서개명신고서개명신고서개명신고서)))) 9999

6. 6. 6. 6. 告告告告 ((((입양신고서입양신고서입양신고서입양신고서)))) 10101010

7. 7. 7. 7. 家家家家 係係係係 ((((가족관계증명서가족관계증명서가족관계증명서가족관계증명서)))) 12121212

8. 8. 8. 8. 基基基基 ((((기본증명서기본증명서기본증명서기본증명서)))) 13131313

9. 9. 9. 9. 係係係係 ((((혼인관계증명서혼인관계증명서혼인관계증명서혼인관계증명서)))) 14141414

10. 10. 10. 10. 滞滞滞滞 変変変変更更更更 告告告告 ((((체류지변경신고체류지변경신고체류지변경신고체류지변경신고)))) 15151515

11. 11. 11. 11.         状状状状((((체류지변경 체류지변경 체류지변경 체류지변경 및 및 및 및 국내거소이전 국내거소이전 국내거소이전 국내거소이전 위임장위임장위임장위임장)))) 16161616

12. 12. 12. 12. 実実実実     発発発発 ((((출입국사실증명서등 출입국사실증명서등 출입국사실증명서등 출입국사실증명서등 발급신청서발급신청서발급신청서발급신청서)))) 19191919

13. 13. 13. 13. 実実実実     発発発発 にににに対対対対すすすするるるる 状状状状((((출입국사실증명서등 출입국사실증명서등 출입국사실증명서등 출입국사실증명서등 위임장위임장위임장위임장)))) 20202020

14.14.14.14.    登登登登         はははは    登登登登ㆍㆍㆍㆍ     交交交交     ((((주민등록표 주민등록표 주민등록표 주민등록표 열람 열람 열람 열람 또는 또는 또는 또는 등등등등,,,,초본 초본 초본 초본 교부신청서교부신청서교부신청서교부신청서)))) 21212121

15. 15. 15. 15. 登登登登 告告告告 ((((주민등록신고서주민등록신고서주민등록신고서주민등록신고서)))) 23232323

16. 16. 16. 16. 登登登登     告告告告 ((((주민등록증 주민등록증 주민등록증 주민등록증 분실신고서분실신고서분실신고서분실신고서))))

                登登登登     ((((주민등록증 주민등록증 주민등록증 주민등록증 철회신청서철회신청서철회신청서철회신청서))))
24242424

17. 17. 17. 17. 登登登登     覽覽覽覽    はははは    謄謄謄謄ㆍㆍㆍㆍ     交交交交          
                ((((주민등록표 주민등록표 주민등록표 주민등록표 열람 열람 열람 열람 또는 또는 또는 또는 등등등등,,,,초본 초본 초본 초본 교부신청 교부신청 교부신청 교부신청 위임장위임장위임장위임장))))

25252525

18. 18. 18. 18. 登登登登     発発発発給給給給    ((((주민등록증 주민등록증 주민등록증 주민등록증 발급 발급 발급 발급 신청서신청서신청서신청서)))) 27272727

19. 19. 19. 19. 登登登登     発発発発給給給給    ((((주민등록증 주민등록증 주민등록증 주민등록증 재발급 재발급 재발급 재발급 신청서신청서신청서신청서)))) 29292929



        ((((목 목 목 목 차차차차))))

20. 20. 20. 20. 鑑鑑鑑鑑 ((((인감보호신청인감보호신청인감보호신청인감보호신청), ), ), ), 鑑鑑鑑鑑 ((((인감보호해제신청인감보호해제신청인감보호해제신청인감보호해제신청)))) 30303030

21. 21. 21. 21. 告告告告 ((((정정신고서정정신고서정정신고서정정신고서)))) 32323232

22. 22. 22. 22. 鑑鑑鑑鑑((((変変変変更更更更)))) 告告告告 [[[[ 告告告告 ]]]]인감인감인감인감((((변경변경변경변경))))신고서신고서신고서신고서((((서면신고서서면신고서서면신고서서면신고서)))) 33333333

23. 23. 23. 23. 鑑鑑鑑鑑         ままままたたたたはははは    代代代代     同同同同 , , , , □□□□ 公公公公館館館館(((( 館館館館) ) ) ) 及及及及びびびび            

                ((((인감증명 인감증명 인감증명 인감증명 위임장 위임장 위임장 위임장 또는 또는 또는 또는 법정대리인 법정대리인 법정대리인 법정대리인 동의서동의서동의서동의서····재외공관재외공관재외공관재외공관((((영사관영사관영사관영사관) ) ) ) 및 및 및 및 세무서확인서세무서확인서세무서확인서세무서확인서))))
35353535

24. 24. 24. 24. 鑑鑑鑑鑑    , , , , 告告告告, , , , 告告告告 のののの変変変変更更更更, , , , , , , ,     告告告告(((( ))))         

                ((((인감인감인감인감[[[[사망사망사망사망····실종신고실종신고실종신고실종신고····신고사항의 신고사항의 신고사항의 신고사항의 변경변경변경변경····말소말소말소말소····부활부활부활부활]]]]신고신고신고신고[[[[신청신청신청신청]]]]서서서서))))
36363636

25.25.25.25. 家家家家 係係係係登登登登 告告告告 ((((가족관계등록 가족관계등록 가족관계등록 가족관계등록 창설신고서창설신고서창설신고서창설신고서)))) 38383838

26. 26. 26. 26. (((( 権権権権 )))) 告告告告 〔〔〔〔인지인지인지인지((((친권자지정친권자지정친권자지정친권자지정))))신고서신고서신고서신고서〕〕〕〕 42424242

27. 27. 27. 27. 告告告告 ((((파양신고서파양신고서파양신고서파양신고서)))) 44444444

28. 28. 28. 28.             変変変変更更更更 告告告告 ((((성성성성....본 본 본 본 변경신고서변경신고서변경신고서변경신고서)))) 46464646

29. 29. 29. 29. (((( )))) 告告告告 ((((친양자 친양자 친양자 친양자 파양신고서파양신고서파양신고서파양신고서)))) 47474747

30. 30. 30. 30. 登登登登 ((((등록부 등록부 등록부 등록부 정정신고서정정신고서정정신고서정정신고서)))) 48484848

31. 31. 31. 31. 告告告告 ((((창성신고서창성신고서창성신고서창성신고서)))) 50505050

32. 32. 32. 32. 告告告告 ((((친양자 친양자 친양자 친양자 입양신고서입양신고서입양신고서입양신고서)))) 51515151

33. 33. 33. 33.                 ((((혼인신고시 혼인신고시 혼인신고시 혼인신고시 자녀의 자녀의 자녀의 자녀의 성과본에 성과본에 성과본에 성과본에 대한 대한 대한 대한 협의서협의서협의서협의서)))) 52525252

34. 34. 34. 34. 係係係係 ((((입양관계 입양관계 입양관계 입양관계 증명서증명서증명서증명서) ) ) ) 53535353

35. 35. 35. 35. 係係係係 ((((친양자입양관계증명서친양자입양관계증명서친양자입양관계증명서친양자입양관계증명서)))) 54545454

36. 36. 36. 36. 国国国国内内内内居居居居 告告告告 ((((국내거소이전신고서국내거소이전신고서국내거소이전신고서국내거소이전신고서)))) 55555555


